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は
じ
め
に

　
無
住
が
最
晩
年
の
著
作
『
雑
談
集
』
に
お
い
て
、
日
本
で
の
享
受
の
形
跡
が
ほ

と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
稀
覯
書
、
南
宋
の
宗
暁
撰
『
法
華
経
顕
応
録
』
の
説
話
を

出
典
と
仰
い
で
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿

（
１
）

で
指
摘
し
た
。
だ
が
、
そ

の
後
、
無
住
が
一
見
他
書
に
基
づ
い
て
い
る
か
に
み
せ
て
、
実
は
『
法
華
経
顕
応

録
』
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
事
例
が
さ
ら
に
存
在
す
る

こ
と
に
気
付
い
た
。
本
稿
で
は
、
前
稿
の
補
訂
も
兼
ね
、
無
住
の
『
法
華
経
顕
応

録
』
享
受
の
具
体
相
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

一
　『
法
華
経
顕
応
録
』
と
『
法
華
伝
記
』

　『
法
華
経
顕
応
録
』
は
「
法
華
経
の
受
持
に
よ
る
霊
験
・
利
益
な
ど
を
宣
伝

し
て
い
る
仏
教
説
話
集

（
２
）

」、
す
な
わ
ち
持
経
者
伝
で
あ
る
が
、
前
稿
で
指
摘
し

た
本
書
を
出
典
と
す
る
『
雑
談
集
』
の
説
話
に
つ
い
て
、
無
住
は
「
伝
ノ
中
ニ

見
タ
リ

（
３
）

」（
巻
七
「
法
華
事
」）、「
昔
ノ
伝
記
ニ
…
…
和
漢
ノ
伝
ニ
少
々
釈
レ

之
」

（
同
）
と
、
典
拠
を
「
伝
」
ま
た
は
「
伝
記
」
と
表
記
し
て
い
る
。
一
方
、
無
住

無
住
と
持
経
者
伝

　
　
　
　
─
─
『
法
華
経
顕
応
録
』
享
受
・
補
遺
─
─

小
　
林
　
直
　
樹

は
、『
法
華
経
顕
応
録
』
に
先
行
す
る
持
経
者
伝
で
あ
る
、
唐
の
僧
詳
撰
『
法
華

伝
記
』
も
『
雑
談
集
』
に
用
い
て
い
る
が
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
触

れ
る
よ
う
に
、「
唐
ノ
法
華
伝
ニ
見
タ
リ
」（
巻
三
「
人
ノ
母
念
子
事
」）、「
唐
ノ

法
華
伝
ニ
見
タ
リ
」（
巻
七
「
法
華
事
」）、「
法
華
伝
ニ
有
レ

之
」（
同
）、「
法
華
伝

ニ
在
レ

之
」（
巻
九
「
万
物
精
霊
事
」）
の
ご
と
く
、「
唐
ノ
法
華
伝
」
ま
た
は
「
法

華
伝
」
と
表
記
し
、『
法
華
経
顕
応
録
』
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
扱
い
を
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
両
書
の
関
係
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
以
下
個
々
の
事
例
を
通
し
て
、
そ
の
関
係
の
実
際
を
検
証

し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、『
雑
談
集
』
巻
七
「
法
華
事
」
所
収
の
以
下
の
説
話

で
あ
る
。

　
陳
代
ニ
行
堅
ト
テ
貴
キ
上
人
、
法
華
経
読
誦
、
其
ノ
功
久
キ
有
リ
ケ
リ
。

事
ノ
縁
有
テ
、
太
山
府
君
ノ
社
ニ
宿
セ
ル
事
有
ケ
リ
。
誦
経
坐
禅
シ
テ
、
夜

陰
ニ
及
ケ
ル
ニ
、
府
君
出
テ
、
相
見
シ
、
物
語
シ
給
ケ
ル
。
唐
国
ノ
人
死
セ

ル
ハ
、
府
君
コ
レ
ヲ
知
リ
、
生
所
ヲ
沙
汰
シ
給
事
ナ
ル
故
ニ
、
上
人
ノ
弟
子

ノ
僧
、
二
人
、
他
界
セ
ル
事
有
ケ
レ
バ
、
彼
ノ
生
所
ヲ
問
ニ
、「
一
人
ハ
善

所
ニ
生
ズ
。
一
人
ハ
地
獄
ニ
入
レ
リ
。
近
処
ニ
有
」
ト
答
フ
。「
彼
ヲ
見
ル
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事
イ
カ
ニ
」
ト
問
ニ
、「
ヤ
ス
キ
事
ナ
リ
」
ト
テ
、
冥
官
ヲ
一
人
サ
シ
ソ
ヘ

テ
、
東
北
方
、
五
六
里
行
テ
、
山
ノ
谷
ノ
中
ニ
炎
火
満
リ
。
喚
ブ
声
有
リ
。

形
変
ジ
テ
焼
タ
ル
肉
ノ
如
シ
。
冥
官
示
レ

之
。
上
人
カ
ナ
シ
ク
覚
テ
、
府
君

ニ
問
フ
。「
何
ナ
ル
方
便
善
業
ヲ
以
テ
カ
、
彼
ヲ
助
ベ
キ
」
ト
。
答
云
、「
法

華
経
ヲ
書
写
シ
テ
救
ベ
シ
」
ト
。
仍
テ
一
部
書
写
シ
テ
、
裹
ミ
持
テ
、
又
参

テ
、
問
云
、「
経
已
ニ
書
写
シ
畢
ヌ
。
彼
ノ
弟
子
如
何
」。
答
云
、「
題
目
ノ

五
字
ヲ
書
写
シ
タ
マ
フ
ニ
、
獄
ヲ
出
テ
、
人
間
ニ
生
テ
、
男
子
ト
成
レ
リ
」。

此
ノ
事
、
唐
ノ
法
華
伝
ニ
見
タ
リ
。

法
華
持
経
者
で
あ
っ
た
行
堅
が
、
た
ま
た
ま
泰
山
府
君
の
廟
に
宿
し
た
折
、
泰
山

府
君
か
ら
亡
き
弟
子
の
転
生
先
を
教
え
ら
れ
る
。
間
も
な
く
一
人
の
弟
子
が
堕
ち

た
地
獄
に
案
内
さ
れ
、
そ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
行
堅
は
、
何
と
か
弟
子

を
救
い
た
い
と
思
い
、
泰
山
府
君
の
勧
め
で
法
華
経
を
書
写
す
る
。
そ
の
功
徳
に

よ
り
弟
子
は
人
間
世
界
に
転
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
無
住
は
本
話
を

「
唐
ノ
法
華
伝
」
に
拠
っ
た
と
す
る
が
、
唐
の
僧
詳
撰
『
法
華
伝
記
』
で
本
話
に

相
当
す
る
の
は
巻
八
収
載
の
以
下
の
説
話
で
あ
る

（
４
）

。

隋
大
業
中
客
僧
十
二

隋
大
業
中
有
二

客
僧
一

。
行
至
二

太
山
廟
一

求
二

寄
宿
一

。
廟
令
曰
、「
此

無
二

別
舍
一

。
唯
神
廟
。
廡
下
可
レ

宿
。
然
而
比
来
寄
宿
者
、
輒
必
死
」。
僧

曰
、「
無
レ

苦
也
」。
令
不
レ

得
レ

已
従
レ

之
。
為
設
二

床
於
廡
下
一

。
僧
至
レ

夜
端

坐
誦
経
可
二

一
更
一

、
聞
二

屋
中
環
珮
声
一

。
須
臾
神
出
為
レ

僧
礼
拝
。
僧
曰
、

「
聞
二

此
宿
者
多
死
一

。
豈
檀
越
害
レ

之
耶
。
願
見
二

護
之
一

」。
神
曰
、「
遇
二

其

死
者
将
一レ

至
、
聞
二

弟
子
声
一

、
因
自
懼
死
。
非
レ

殺
レ

之
也
。
願
師
無
レ

慮
」。

僧
因
近
坐
、
説
談
如
二

食
項
一

。
良
久
僧
問
曰
、「
世
間
人
伝
説
、
太
山
活
レ

鬼
。

寧
有
レ

之
也
」。
神
曰
、「
弟
子
薄
福
有
レ

之
。
豈
欲
レ

見
二

先
亡
一

乎
」。
僧
曰
、

「
有
二

両
同
学
僧
一

先
死
。
願
見
レ

之
」。
神
問
曰
、「
姓
名
何
」。
僧
具
答
二

姓

名
一

。
神
曰
、「
一
人
已
生
二

人
間
一

。
一
人
重
罪
在
レ

獄
不
レ

可
レ

喚
。
与
レ

師

就
見
耳
也
」。
僧
甚
悦
、
因
共
起
出
レ

門
。
不
レ

遠
而
至
二

一
所
一

、
多
見
二

廟

獄
一

。
火
焼
光
焔
甚
盛
。
神
将
レ

僧
入
二

一
院
一

。
遥
見
三

一
人
在
二

火
中
一

。
号

呼
不
レ

能
レ

言
。
形
変
不
レ

可
二

復
識
一

。
而
血
肉
燋
臭
、
令
二

人
傷
一レ

心
。
曰
、

「
此
是
也
。
師
不
三

復
欲
二

歴
観
一

耶
」。
僧
愁
愍
求
レ

出
。
俄
而
至
レ

廟
。
又

与
レ

神
同
坐
。
因
問
、「
欲
レ

救
二

同
学
一

。
有
レ

得
レ

理
耶
」。
神
曰
、「
可
レ

得

耳
。
能
為
写
二

法
華
経
一

者
便
免
」。
既
而
将
レ

曙
。
神
辞
レ

僧
入
レ

堂
。
旦
而

廟
令
視
二

僧
不
一レ

死
、
怪
二

異
之
一

。
僧
因
為
レ

説
。
仍
即
為
写
二

法
華
経
一

部
一

。
経
既
成
荘
厳
畢
。
又
将
レ

経
就
レ

廟
而
宿
。
其
夜
神
出
如
レ

初
。
歓
喜
礼

拝
、
慰
二

問
来
意
一

。
僧
以
レ

事
告
レ

之
。
神
曰
、「
弟
子
知
レ

之
。
師
為
レ

写
レ

経
、

始
書
二

題
目
一

、
彼
已
脱
免
。
今
又
出
レ

生
不
レ

在
二

人
問
一

也
。
然
此
処
不
二

浄

潔
一

、
不
レ

可
レ

安
レ

経
。
願
師
還
将
送
レ

経
向
レ

寺
」。
言
訖
久
レ

之
。
将
レ

暁
辞

訣
而
去
入
。
僧
送
二

経
於
寺
一

。〔
又
出
法
苑
第
十
八
〕

両
者
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
の
は
、『
雑
談
集
』
で
は
「
行
堅
」
と
さ
れ
る
主

人
公
の
僧
の
名
が
、『
法
華
伝
記
』
で
は
「
客
僧
」
と
さ
れ
固
有
名
詞
が
記
さ
れ

な
い
点
で
あ
る
（
二
重
傍
線
部
）。
ま
た
、『
雑
談
集
』
で
は
行
堅
が
地
獄
へ
向
か

う
際
、「
冥
官
」
を
一
人
帯
同
さ
せ
て
い
る
が
、『
法
華
伝
記
』
で
は
泰
山
府
君
自

ら
が
客
僧
と
と
も
に
獄
に
赴
い
て
い
る
（
波
線
部
）
。
さ
ら
に
、『
雑
談
集
』
で
は

法
華
経
書
写
に
よ
り
弟
子
は
地
獄
を
出
て
「
人
間
ニ
生
」
れ
た
と
さ
れ
る
の
に
、

『
法
華
伝
記
』
で
は
獄
は
出
た
も
の
の
「
今
又
出
レ

生
不
レ

在
二

人
問
（
間
カ

）
一

也
」

と
い
ま
だ
人
間
界
に
転
生
を
果
た
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（
傍
線
部
）
な
ど
、
相

違
点
が
少
な
く
な
い
。
実
は
、
本
話
に
は
『
法
華
経
顕
応
録
』
巻
上
に
次
に
示
す

よ
う
な
同
話
が
存
す
る

（
５
）

。
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東
嶽
堅
法
師

隋
釈
行
堅
、
不
レ

知
二

何
許
人
一

。
常
修
二

禅
観
一

、
節
操
厳
甚
。
因
レ

事
経
二

游

泰
山
一

。
日
夕
入
二

嶽
祠
一

度
レ

宵
。
吏
曰
、「
此
無
二

館
舎
一

。
唯
有
二

神
廡

下
一

。
然
而
宿
レ

此
者
必
暴
死
」。
堅
曰
、「
無
レ

妨
」。
遂
為
藉
二

蒿
於
廡

下
一

。
堅
端
坐
誦
經
可
二

一
更
一

、
忽
見
二

其
神
衣
冠
甚
偉
向
レ

堅
合
掌
一

。
堅

問
曰
、
「
聞
二

宿
レ

此
者
多
死
一

。
豈
檀
越
害
レ

之
耶
」。
神
曰
、「
当
レ

死
者

特
至
聞
二

弟
子
声
一

而
自
死
。
非
レ

殺
レ

之
也
」。
又
問
曰
、「
世
伝
、
泰
山

治
レ

鬼
、
是
否
」。
神
曰
、「
弟
子
薄
福
、
有
レ

之
」。
堅
曰
、「
有
二

両
同
学

僧
一

已
死
。
今
在
否
」。
神
問
二

名
字
一

。「
一
人
已
生
二

人
間
一

、
一
人
在
レ

獄

受
レ

対
。
師
往
見
レ

之
」。
神
遣
三

使
引
入
二

墻
院
一

。
見
下

一
人
在
二

火
中
一

号

呼
上

。
形
変
不
レ

可
レ

識
。
而
血
肉
焦
臭
。
堅
不
レ

忍
レ

観
。
即
還
二

廡
下
一

、
復

与
レ

神
坐
。
堅
曰
、「
欲
レ

救
二

是
僧
一

得
否
」。
神
曰
、「
可
。
能
為
写
二

法
華

経
一

、
必
応
レ

得
レ

免
」。
既
而
与
レ

神
別
。
旦
廟
令
視
二

堅
不
一レ

死
、
訝
レ

之
。
堅

去
、
急
報
二

前
願
一

、
経
写
装
畢
。
賚
而
就
レ

廟
、
神
出
如
レ

故
。
以
レ

事
告
レ

之
。

神
曰
、「
師
為
写
二

経
題
目
一

、
彼
已
脱
去
。
今
生
二

人
間
一

。
然
此
処
不
レ

潔
。

不
レ

宜
レ

安
レ

経
。
願
師
還
送
二

入
寺
中
一

供
養
」。
遂
与
レ

神
別
。〔
大
宋
高
僧

伝
〕。

本
話
で
は
、
主
人
公
の
名
が
「
行
堅
」
と
さ
れ
（
二
重
傍
線
部
）、
彼
が
獄
に
向

か
う
際
も
泰
山
府
君
は
自
ら
は
赴
か
ず
、
代
わ
り
に
「
使
」
を
帯
同
さ
せ
て
い
る

（
波
線
部
）。
ま
た
、
法
華
経
書
写
の
功
徳
に
よ
っ
て
堕
獄
の
弟
子
は
「
今
生
二

人

間
一

」（
傍
線
部
）
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
『
法
華
伝
記
』
と
『
雑
談
集
』
と
の
相

違
点
と
し
て
挙
げ
た
三
要
素
が
、
本
書
で
は
す
べ
て
『
雑
談
集
』
と
一
致
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、『
雑
談
集
』
で
行
堅
が
「
誦
経
坐
禅
シ
テ
」（
点
線
部
）
と
語
ら
れ

る
部
分
に
つ
い
て
見
る
と
、
対
応
箇
所
は
『
法
華
伝
記
』『
法
華
経
顕
応
録
』
と

も
「
端
坐
誦
経
」（
点
線
部
）
で
あ
る
が
、
後
者
は
そ
の
前
に
「
常
修
二

禅
観
一

」

（
点
線
部
）
と
い
う
記
述
を
有
し
て
お
り
、『
雑
談
集
』
の
「
坐
禅
」
は
そ
こ
か
ら

導
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
無
住
が
『
雑
談
集
』
の
他
の
複
数
の
説
話
に
つ
い

て
『
法
華
経
顕
応
録
』
に
依
拠
し
た
こ
と
が
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

（
６
）

以
上
、

本
話
に
お
い
て
も
当
然
本
書
が
参
照
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う

（
７
）

。
た
だ
し
、

『
雑
談
集
』
の
本
話
の
時
代
設
定
が
出
典
の
「
隋
」
代
で
は
な
く
、
な
ぜ
「
陳
代
」

な
の
か
と
い
う
点
の
み
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
ひ
と
ま
ず
版
本
の
み
が

伝
わ
る
と
い
う
『
雑
談
集
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
起
因
す
る
現
象
と
見
て
お
き

た
い
。

　
次
に
、
同
じ
く
『
雑
談
集
』
巻
七
「
法
華
事
」
所
載
の
以
下
の
説
話
を
取
り
上

げ
よ
う
。

　
漢
朝
ニ
李
山
龍
ト
云
俗
、
法
華
二
巻
誦
ケ
ル
、
病
死
シ
テ
、
炎
魔
王
宮
ヘ

参
ズ
。
法
王
問
ヒ
給
、「
何
ナ
ル
事
業
カ
有
ル
」
ト
。「
法
華
二
軸
暗
誦
セ

リ
」。
王
感
歎
シ
テ
、
座
ヲ
構
テ
令
レ

誦
。
一
心
ニ
声
ヲ
高
ク
シ
テ
、「
妙
法

蓮
華
経
序
品
第
一
」
ト
唱
フ
。
于
レ

時
、
法
華
誦
ス
ル
事
ヲ
止
テ
云
ク
、「
汝

ガ
此
ノ
題
目
ヲ
誦
ス
ル
声
ノ
所
レ

及
衆
生
、
皆
ナ
解
脱
シ
了
ヌ
」。
仍
、
人
間

ヘ
返
シ
ツ
カ
ハ
シ
ケ
リ
。
法
華
伝
ニ
有
レ

之
。

李
山
龍
の
閻
魔
王
庁
に
お
け
る
法
華
経
読
誦
の
功
徳
を
語
る
逸
話
で
あ
る
。
全
体

に
簡
略
な
語
り
口
が
印
象
的
だ
が
、
出
典
と
さ
れ
る
「
法
華
伝
」
す
な
わ
ち
『
法

華
伝
記
』
の
相
当
話
は
巻
六
所
載
の
次
の
説
話
で
あ
る
。

左
監
門
校
尉
憑
翊
李
山
龍
十
六

李
山
龍
、
誦
二

法
華
両
巻
一

以
爲
二

善
業
一

。
以
二

武
徳
中
一

暴
亡
。
而
心

上
不
レ

冷
如
二

掌
許
一

。
家
人
未
レ

忍
二

殯
殮
一

。
至
二

七
日
一

而
蘇
。
自
説

云
、「
当
レ

死
時
被
二

冥
官
収
録
一

、
至
二

一
官
一

遭
二

庁
事
一

甚
宏
壮
。
其
庭
亦
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広
大
。
庭
内
有
二

囚
数
千
人
一

。
或
枷
鎖
或
杻
械
。
皆
向
二

北
面
一

立
満
二

庭

中
一

。
吏
将
二

山
龍
一

至
二

庁
下
一

。
見
三

天
官
坐
二

高
床
座
一

。
侍
衛
如
二

王
者
一

。

山
龍
問
レ

吏
、「
此
何
官
吏
」。
曰
、「
是
王
也
」。
山
龍
前
至
二

階
下
一

。
王

問
、「
汝
生
平
時
作
二

何
福
業
一

」。
山
龍
対
曰
、「
郷
人
毎
設
二

斎
講
一

、
恒
施

物
同
レ

之
」。
王
曰
、「
汝
身
作
二

何
善
業
一

」。
山
龍
曰
、「
誦
二

法
華
経
両
卷
一

」。

王
曰
、「
大
善
。
可
レ

昇
レ

階
」。
既
昇
二

庁
上
一

。
東
北
間
有
下

一
高
座
如
二

講

座
一

者
上

。
王
指
レ

座
謂
二

山
龍
一

曰
、「
可
下

昇
二

此
座
一

誦
経
上

」。
山
龍
奉
レ

命

至
レ

側
。
王
即
起
立
曰
、「
請
、
法
師
昇
レ

座
」。
山
龍
昇
レ

座
訖
、
王
乃
向
レ

之

而
坐
。
山
龍
開
レ

経
曰
、「
妙
法
蓮
華
経
序
品
第
一
」。
王
曰
、「
請
、
法
師

下
」。
山
龍
即
止
。
下
レ

座
復
立
二

階
下
一

。
顧
二

庭
内
一

囚
已
尽
、
無
二

一
人
在

者
一

。
王
謂
二

山
龍
一

曰
、「
君
誦
經
之
福
、
非
二

唯
自
利
一

。
乃
令
二

庭
内
衆
囚

皆
以
聞
レ

経
獲
一レ

免
。
豈
不
レ

善
哉
。
今
放
レ

君
。
還
去
」。
…
…

本
話
は
『
雑
談
集
』
に
比
し
て
全
体
に
詳
細
な
記
事
を
も
つ
が
、
こ
と
に
李
山
龍

が
閻
魔
王
の
も
と
に
行
き
着
く
ま
で
の
描
写
に
か
な
り
の
筆
が
割
か
れ
る
の
が
特

色
で
あ
る
。
実
は
、
本
話
に
つ
い
て
も
や
は
り
『
法
華
経
顕
応
録
』
巻
下
に
次
の

よ
う
な
同
話
が
認
め
ら
れ
る
。

馮
翊
李
山
龍

左
監
門
校
尉
李
山
龍
、
馮
翊
人
。
唐
武
徳
中
暴
亡
。
揖
二

其
心
一

猶
温
。
家

人
不
レ

忍
レ

葬
。
至
二

七
日
一

乃
穌
。
説
云
、「
初
被
二

一
使
追
一

至
二

閻
王
殿
前
一

。

見
二

囚
徒
数
千
一

。
王
問
レ

龍
曰
、『
汝
作
二

何
福
業
一

』。
答
曰
、『
誦
二

得
法
華

経
二
巻
一

』。
王
称
二

大
善
一

。
王
即
命
敷
レ

座
、
請
レ

誦
レ

之
。
龍
唱
二

妙
法
蓮
華

経
序
品
第
一
一

。
王
曰
、『
且
止
』。
龍
便
下
レ

座
、
顧
二

諸
囚
徒
一

皆
乗
レ

空
而

去
。
王
称
四

誦
経
之
功
使
三

聞
者
皆
得
二

解
脱
一

。
王
即
遣
二

龍
再
生
一

。
…
…
。

本
話
は
『
法
華
伝
記
』
に
比
べ
て
記
事
は
全
体
に
簡
略
で
あ
り
、
そ
の
叙
述
姿

勢
は
『
雑
談
集
』
に
近
似
す
る
。
さ
ら
に
、
細
部
に
注
目
す
る
と
、
法
華
経
の

巻
数
表
記
が
『
雑
談
集
』
と
『
法
華
経
顕
応
録
』
が
「
二
巻
」
で
共
通
す
る
の

に
、『
法
華
伝
記
』
は
「
両
巻
」（
二
重
傍
線
部
）
と
や
や
距
離
が
あ
り
、
ま
た
波

線
部
の
表
現
も
『
雑
談
集
』
と
『
法
華
経
顕
応
録
』
と
の
間
に
よ
り
高
い
同
文
性

が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
本
話
に
つ
い
て
も
無
住
は
『
法
華
経
顕
応
録
』
に
取
材
し

て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
話
冒
頭
の
傍
線
部
の
叙

述
に
つ
い
て
は
、
巻
数
表
記
は
別
に
す
れ
ば
、
む
し
ろ
『
雑
談
集
』
と
『
法
華
伝

記
』
と
の
間
に
親
近
性
が
認
め
ら
れ
、
出
典
注
記
が
示
す
通
り
、
無
住
が
『
法
華

伝
記
』
を
も
参
照
し
て
い
た
点
は
ま
ず
動
く
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
づ
い
て
『
雑
談
集
』
巻
九
「
万
物
精
霊
事
」
収
載
の
以
下
の
説
話
を
取
り
上

げ
よ
う
。

　
唐
ノ
泉
州
ニ
厳
恭
ト
云
者
ア
リ
ケ
リ
。
親
ニ
只
一
子
也
。
法
華
ヲ
信
ジ
テ
、

読
誦
書
写
、
其
ノ
功
深
シ
テ
、
人
、「
厳
法
華
」
ト
云
ケ
ル
。
慈
悲
者
也
ケ

ル
。
親
ニ
銭
ヲ
五
万
乞
テ
、
為
二

売
買
一

以
レ

船
楊
州
ヘ
渡
リ
ケ
ル
。
海
路
ニ

亀
ヲ
五
十
、
船
ニ
入
テ
為
レ

売
行
者
ニ
ア
ヒ
テ
、
亀
ハ
コ
ト
ニ
命
ヲ
ヲ
シ
ム

者
也
。
助
タ
ク
思
テ
、「
我
ニ
有
二

五
万
銭
一

。
彼
ヲ
買
ハ
ン
」
ト
云
。
即
チ

買
了
ヌ
。
彼
船
コ
ギ
ハ
ナ
レ
テ
、
ヤ
ガ
テ
海
ニ
沈
テ
、
人
皆
死
了
ヌ
。
恭
ハ

手
ヲ
空
ク
シ
ナ
ガ
ラ
、
楊
州
ヘ
越
テ
、
月
日
経
テ
帰
ケ
ル
。
親
ガ
家
ニ
、
黒

衣
著
タ
ル
客
人
、
五
十
人
来
テ
、「
厳
恭
ノ
誂
テ
ヲ
ハ
ス
ル
銭
五
万
、
請
取

給
ヘ
」
ト
テ
、
湿
タ
ル
銭
ヲ
持
テ
来
ル
。
此
ノ
事
不
審
ナ
ガ
ラ
請
取
了
ヌ
。

恭
帰
テ
、
此
ノ
事
ヲ
問
ニ
、「
我
誂
タ
ル
事
ナ
シ
。
但
シ
、
亀
ヲ
買
テ
放
タ

ル
事
ア
リ
」
ト
答
フ
。
然
モ
其
ノ
日
ノ
夕
方
也
ケ
レ
バ
、
五
十
人
ノ
客
ハ
亀

也
ケ
リ
ト
知
テ
、
其
所
ニ
寺
ヲ
建
立
セ
リ
、
ト
。
法
華
伝
ニ
在
レ

之
。

本
話
は
亀
の
報
恩
譚
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
打
聞
集
』、『
宇
治
拾
遺
物
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語
』
に
も
類
話
が
収
載
さ
れ
る
著
名
な
伝
承
で
あ
る
。
出
典
と
さ
れ
る
「
法
華

伝
」
す
な
わ
ち
『
法
華
伝
記
』
で
は
巻
八
所
収
の
以
下
の
説
話
が
該
当
す
る
。

揚
州
厳
恭
十

揚
州
厳
恭
者
、
本
泉
州
人
。
家
富
二

於
財
一

、
而
無
二

兄
弟
一

。
父
母
愛
レ

恭
、

言
無
レ

所
レ

違
。
陳
大
建
初
、
恭
年
弱
冠
、
請
二

於
父
母
一

、
欲
下

得
二

銭
五

万
一

往
中

揚
州
市
上

。
父
母
従
レ

之
。
恭
乗
レ

船
載
レ

銭
而
下
。
去
二

揚
州
一

数
十
里

許
、
逢
三

江
中
一
船
載
レ

亀
将
二

詣
レ

市
売
一レ

之
。
恭
問
、「
知
二

其
故
一

、
念
二

亀

当
一レ

死
。
因
請
レ

贖
レ

之
」。
亀
主
曰
、「
我
亀
大
頭
別
、
千
銭
乃
可
」。
恭

問
二

幾
頭
一

。
答
、「
有
二

五
十
一

」。
恭
曰
、「
我
正
有
二

銭
五
万
一

。
願
以

贖
レ

之
」。
亀
主
喜
取
レ

銭
付
レ

亀
而
去
。
恭
尽
以
レ

亀
放
二

江
中
一

。
而
空
船

詣
二

揚
州
一

。
其
亀
主
別
レ

恭
行
十
余
里
、
船
没
而
死
。
是
恭
父
母
在
レ

家
。
昏

時
有
二

烏
衣
客
五
十
人
一

。
詣
レ

門
寄
宿
、
幷
送
二

銭
五
万
一

、
付
二

恭
父
一

曰
、

「
君
児
在
二

揚
州
一

。
附
二

此
銭
一

帰
。
願
依
レ

数
受
レ

之
」。
恭
父
怪
愕
、
疑
二

恭

死
一

因
審
レ

之
。
客
曰
、「
児
無
レ

恙
。
但
不
レ

須
二

銭
用
一

故
、
附
帰
耳
」。
恭

父
受
レ

之
。
記
二

是
本
銭
一

。
而
皆
水
湿
。
留
レ

客
為
設
レ

食
。
客
止
明
旦
辞

去
。
後
月
余
日
、
恭
還
レ

家
。
父
母
大
喜
。
既
而
問
二

附
レ

銭
所
由
一

。
恭

答
、「
無
レ

之
」。
父
母
説
二

客
形
状
及
附
レ

銭
月
日
一

、
贖
レ

亀
之
日
。
於
レ

是

知
二

五
十
客
皆
所
レ

贖
亀
也
一

。
父
子
驚
歎
。
因
揚
州
起
二

精
舍
一

、
専
写
二

法
華

経
一

。
遂
従
レ

家
、
揚
州
家
転
富
。
大
起
二

房
廊
一

、
為
二

写
経
之
室
一

。
荘
厳

清
浄
供
給
豊
厚
。
書
生
常
数
十
人
。
揚
州
道
俗
共
相
崇
敬
、
号
曰
二

厳
法
華

里
一

。
…
…

両
者
を
比
較
し
た
際
に
気
に
な
る
の
は
、『
雑
談
集
』
に
お
い
て
厳
恭
が
「
法
華

ヲ
信
ジ
テ
、
読
誦
書
写
、
其
ノ
功
深
シ
テ
」
と
紹
介
さ
れ
る
行
業
の
う
ち
、『
法

華
伝
記
』
で
触
れ
ら
れ
る
の
は
「
書
写
」
の
要
素
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る

（
波
線
部
）。
実
は
、
こ
こ
で
も
同
じ
厳
恭
と
い
う
人
物
に
関
わ
る
逸
話
が
や
は

り
『
法
華
経
顕
応
録
』
巻
下
に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
に
、

該
話
は
亀
報
恩
に
つ
い
て
の
説
話
で
は
な
い
。

楊
州
厳
法
華

大
隋
時
有
二

厳
恭
一

。
丹
陽
人
。
挙
レ

家
信
嚮
、
常
誦
二

法
華
経
一

。
一
時
誦

至
二

宝
塔
品
一

、
輟
レ

経
歎
曰
、「
宝
塔
之
内
有
二

二
如
来
一

。
分
身
諸
仏
、
其

数
不
レ

少
。
我
今
何
為
不
レ

能
二

感
見
一

」。
慨
歎
良
久
。
至
レ

夜
忽
夢
二

一
胡

僧
一

。
自
称
二

法
脱
一

、
語
曰
、「
若
誦
二

此
経
一

欲
レ

見
二

諸
仏
一

、
当
二

解
説
書

写
流
通
供
養
一

。
斯
願
可
レ

諧
」。
恭
因
発
心
造
レ

経
一
百
部
。
未
レ

及
二

成

弁
一

、
忽
得
二

重
病
一

。
乃
更
発
願
増
二

造
千
部
一

、
病
既
愈
。
即
於
二

楊
都
住

宅
一

起
二

造
経
堂
一

。
若
紙
若
筆
必
以
二

浄
心
一

、
不
レ

行
二

欺
詐
一

、
随
レ

得
便
営
。

書
生
常
十
数
人
、
如
法
供
給
。
恭
親
撿
校
、
労
不
レ

告
レ

倦
。
…
…

本
話
は
厳
恭
の
逸
話
と
は
い
え
、『
雑
談
集
』
の
説
話
と
は
ま
っ
た
く
の
別
話
で

あ
り
、
一
見
影
響
関
係
を
云
々
す
る
に
は
値
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
二
重
傍
線
部
の
記
述
に
注
目
す
る
と
、
先
程
指
摘
し
た
『
雑
談

集
』
に
お
け
る
厳
恭
の
行
業
の
う
ち
、『
法
華
伝
記
』
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
要

素
（「
信
ジ
テ
、
読
誦
」）
が
そ
っ
く
り
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
雑
談
集
』
で
は
人
々
が
厳
恭
の
こ
と
を
「
厳
法
華
」
と

呼
ん
だ
と
記
し
て
い
る
が
、『
法
華
伝
記
』
で
は
「
写
経
之
室
」
を
備
え
た
厳
恭

の
邸
を
「
厳
法
華
里
」
と
称
し
た
と
し
て
お
り
（
傍
線
部
）、
少
し
く
相
違
が
認

め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
も
『
法
華
経
顕
応
録
』
の
本
話
の
標
題
に

「
楊
州
厳
法
華
」
と
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、『
雑
談
集
』
は
こ
こ
か
ら
「
厳
法
華
」

を
厳
恭
の
呼
称
と
す
る
理
解
を
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら

く
本
話
の
場
合
、
無
住
は
『
法
華
伝
記
』
の
厳
恭
説
話
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
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ろ
う
が
、『
法
華
経
顕
応
録
』
に
お
け
る
同
じ
厳
恭
の
別
話
も
参
照
し
て
、
そ
の

要
素
の
一
部
を
説
話
構
成
に
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
『
雑
談
集
』
巻
三
「
人
ノ
母
念
子
事
」
に
所

載
の
以
下
の
説
話
で
あ
る
。

　
法
宗
上
人
ト
云
ケ
ル
モ
、
孕
タ
ル
鹿
ノ
腹
ヲ
射
サ
キ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
子
ノ

落
タ
ル
ヲ
、
矢
ヲ
フ
ク
ミ
、
疵
ヲ
カ
ブ
リ
ナ
ガ
ラ
、
子
ヲ
ネ
ブ
リ
ケ
ル
ヲ
見

テ
、
発
心
シ
テ
、
弓
矢
ヲ
折
テ
、
出
家
シ
テ
、
法
華
ノ
行
者
、
貴
キ
上
人
ト

ナ
レ
リ
。
唐
ノ
法
華
伝
ニ
見
タ
リ
。

本
話
は
、
鹿
の
母
子
の
情
愛
に
感
じ
て
の
発
心
出
家
譚
で
あ
る
。「
唐
ノ
法
華
伝
」

す
な
わ
ち
『
法
華
伝
記
』
巻
四
に
は
確
か
に
次
の
説
話
が
認
め
ら
れ
る
。

宋
剡
法
華
台
釈
法
宗
四

釈
法
宗
臨
海
人
。
少
好
二

遊
猟
一

。
嘗
於
レ

剡
遇
下

射
二

孕
鹿
母
一

墮
胎
上

。
鹿
母

銜
レ

箭
、
猶
就
レ

地
舐
レ

子
。
宗
廼
悔
悟
。
知
二

貪
レ

生
愛
レ

子
是
有
識
所
一レ

同
。

於
レ

是
摧
レ

弓
折
レ

矢
、
出
家
業
レ

道
。
常
分
衛
自
資
、
受
二

一
食
法
一

、
蔬
苦
六

時
、
以
悔
二

先
罪
一

。
誦
二

法
華
維
摩
一

。
常
升
レ

台
諷
詠
、
響
聞
二

四
遠
一

。
士

庶
禀
二

其
帰
戒
一

者
三
千
余
人
。
遂
開
二

拓
所
住
一

、
以
為
二

精
舎
一

。
因
レ

誦

為
レ

目
、
号
曰
二

法
華
台
一

也
。
中
時
有
二

異
光
明
一

、
暗
夜
如
レ

昼
。
人
皆

異
レ

之
。
宗
後
不
レ

測
所
レ

終
。
台
寺
現
在
。
若
有
二

疾
病
一

者
、
止
二

宿
於

中
一

祈
念
即
愈
矣
。

た
だ
し
、
本
話
も
ま
た
『
法
華
経
顕
応
録
』
巻
上
に
次
の
よ
う
な
同
話
が
収
載
さ

れ
る
。法

華
台
宗
法
師

僧
法
宗
、
臨
海
人
。
幼
好
二

游
猟
一

。
嘗
於
二

剡
川
一

射
二

中
孕
鹿
一

、
忽
墮
胎

生
レ

子
。
母
猶
銜
レ

箭
舐
レ

子
。
宗
悔
曰
、「
貪
レ

生
愛
レ

子
、
有
識
皆
同
」。
遂

摧
レ

弓
折
レ

矢
、
断
レ

髪
為
レ

僧
。
分
衛
自
資
、
日
唯
一
食
。
六
時
礼
レ

仏
以

懺
二

往
愆
一

。
常
吟
二

詠
法
華
維
摩
二
経
一

、
響
聞
二

四
方
一

。
士
女
従
受
二

帰

戒
一

、
凡
三
千
余
人
。
開
二

拓
所
住
一

以
為
二

精
舎
一

。
因
レ

誦
為
レ

目
、
曰
二

法
華

台
一

。〔
梁
高
僧
伝
〕

『
雑
談
集
』
と
両
書
の
遠
近
は
本
話
の
場
合
、
極
め
て
微
妙
で
あ
る
が
、
波
線
部

の
記
述
に
注
目
す
る
と
、
や
や
『
法
華
伝
記
』
が
勝
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
場
合
も
、
他
の
事
例
よ
り
推
せ
ば
、
無
住
は
『
法
華
経
顕
応
録
』
の

説
話
を
も
一
応
は
参
照
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
本
話
に
つ
い
て
は
、

実
は
流
布
本
系
の
『
沙
石
集
』
巻
八
に
も
次
の
よ
う
な
同
話
が
存
在
す
る

（
８
）

。

　
法
宗
ト
イ
ヒ
ケ
ル
モ
、
鹿
ノ
ハ
ラ
ミ
タ
ル
由
、
腹
ヲ
イ
ヤ
ブ
ル
ニ
、
子
ノ

オ
チ
タ
ル
ヲ
、
矢
ヲ
フ
ク
ミ
ナ
ガ
ラ
、
子
ヲ
ネ
ブ
リ
ケ
ル
ヲ
ミ
テ
、
ヤ
ガ
テ

弓
矢
ヲ
オ
リ
ス
テ
、
髪
ヲ
ソ
リ
テ
徒
ニ
入
、
法
華
ノ
持
者
ニ
テ
、
オ
ハ
リ
目

出
キ
事
、
法
華
ノ
伝
ニ
見
エ
タ
リ
。

こ
こ
で
も
、
出
典
注
記
は
「
法
華
ノ
伝
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
、
波
線
部
に
つ

い
て
見
る
と
、
本
話
の
場
合
は
む
し
ろ
『
法
華
伝
記
』
よ
り
も
『
法
華
経
顕
応

録
』
に
や
や
近
似
す
る
表
現
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、「
法
華
伝
」
に
依
拠
し
た
と
の
出
典
注
記
を
も
つ
『
雑
談
集
』
の
四
話

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
四
話
に
つ
い
て
は
確
か
に
該
当
す
る
説
話
が

『
法
華
伝
記
』
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
厳
恭
や
法
宗
の
説
話
の
例
か
ら
見
て
、
無
住

が
実
際
に
『
法
華
伝
記
』
の
当
該
話
を
参
照
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
だ
が
一
方
で
、
行
堅
や
李
山
龍
の
説
話
は
明
ら
か
に
『
法
華
伝
記
』
よ

り
も
『
法
華
経
顕
応
録
』
に
近
く
、
出
典
注
記
と
は
裏
腹
に
、
実
際
は
む
し
ろ

『
法
華
経
顕
応
録
』
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
厳
恭
説
話
に
つ
い
て
言
え
ば
、
出
典
は
『
法
華
伝
記
』
と
認
め
ら
れ
る
も
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の
の
、『
法
華
経
顕
応
録
』
も
確
実
に
参
照
さ
れ
て
説
話
構
成
に
利
用
さ
れ
て
い

る
様
相
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
　
無
住
と
持
経
者
伝

　
見
て
き
た
よ
う
に
、
無
住
は
『
法
華
伝
記
』
と
『
法
華
経
顕
応
録
』
と
い
う
新

旧
二
種
の
中
国
撰
述
持
経
者
伝
を
説
話
の
取
材
源
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
こ
に
二
つ
の
疑
問
点
が
浮
上
す
る
。
一
つ
は
、
無
住
が
実
際
に
は

『
法
華
経
顕
応
録
』
に
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
、
な
ぜ
出
典
注
記
に
は

あ
く
ま
で
「
唐
ノ
法
華
伝
ニ
見
タ
リ
」
と
『
法
華
伝
記
』
を
表
に
押
し
出
す
よ
う

な
姿
勢
を
示
し
た
の
か
と
い
う
点
。
も
う
一
つ
は
、
無
住
が
そ
の
よ
う
な
出
典
注

記
を
行
う
一
方
で
、
そ
れ
と
裏
腹
に
な
ぜ
『
法
華
経
顕
応
録
』
を
執
拗
に
参
照
し

た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
の
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
持
経
者
伝
の
中
に

占
め
る
『
法
華
伝
記
』
と
い
う
書
物
の
位
置
に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
古
来
、
法
華
講
説
の
場
に
お
い
て
は
持
経
者
伝
、
そ
れ
も
中
国
の
持
経
者
伝

が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

（
９
）

。
平
安
時
代
の
『
百
座
法
談
聞
書
抄
』
や

澄
憲
の
『
法
華
経
釈
』、
鎌
倉
時
代
の
『
鳳
光
抄
』
か
ら
室
町
時
代
の
『
法
華
経

直
談
抄
』
な
ど
に
至
る
ま
で
、
中
国
撰
述
の
持
経
者
伝
の
引
用
が
目
立
つ
。
と
り

わ
け
唐
代
の
『
法
華
伝
記
』
は
い
ず
れ
の
書
に
も
引
用
を
見
る
こ
と
か
ら
、
持
経

者
伝
の
中
で
も
も
っ
と
も
代
表
的
な
存
在
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

よ
う
。
無
住
が
持
経
者
伝
に
取
材
す
る
場
合
、『
法
華
伝
記
』
に
相
当
す
る
説
話

が
存
在
す
る
と
き
は
、
た
と
え
『
法
華
経
顕
応
録
』
を
参
照
し
て
い
て
も
「
唐

ノ
法
華
伝
ニ
見
タ
リ
」
と
注
記
す
る
一
方
で
、『
法
華
伝
記
』
に
相
当
話
が
な
く

『
法
華
経
顕
応
録
』
一
書
に
の
み
拠
っ
て
い
る
際
に
は
「
伝
ノ
中
ニ
見
タ
リ
」
と

注
記
し
、
決
し
て
「
法
華
伝
」
と
記
さ
な
い
の
も
、
無
住
自
身
、『
法
華
伝
記
』

に
特
別
な
権
威
を
認
め
て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
法
華
講
説
の
伝
統
に
お
い
て
、

『
法
華
伝
記
』
の
占
め
る
位
置
は
そ
れ
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

）
10
（

。

　
で
は
、
表
面
上
、
法
華
講
説
の
伝
統
に
則
り
、『
法
華
伝
記
』
を
尊
重
し
て
い

る
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
実
際
の
説
話
構
成
に
お
い
て
、
無
住
が
『
法
華
経
顕
応

録
』
を
執
拗
な
ま
で
に
参
照
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
書
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
無
住
の

心
を
捉
え
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
一
つ
に
は
、『
法
華
経
顕
応
録
』
の
説
話
が
『
法
華
伝
記
』
の
そ
れ
に
比

べ
、
一
話
一
話
が
短
く
刈
り
込
ま
れ
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
点

が
利
用
に
至
便
な
印
象
を
与
え
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ

た
『
雑
談
集
』
の
四
話
の
簡
略
な
説
話
構
成
を
通
覧
す
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の

辺
の
事
情
は
十
分
に
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
形
式
面
の
問
題
と
は
別

に
、
無
住
が
本
書
を
愛
読
し
た
理
由
は
確
実
に
他
に
も
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、『
法
華
経
顕
応
録
』
が
成
立
し
た
南
宋
と
い
う
時
代
を
反
映
し
て
、
本
書

の
説
話
に
は
『
法
華
伝
記
』
に
比
し
て
、
律
や
禅
に
関
す
る
要
素
が
目
立
つ
と
い

う
点
で
あ
る

）
11
（

。
試
み
に
摘
記
し
て
み
れ
ば
、
─
─
「
奉
二

菩
薩
戒
一

不
レ

服
二

皮
革

繒
纊
一

」（
南
嶽
思
大
禅
師
）、「
学
二

南
山
律
蔵
一

…
…
得
二

南
北
両
宗
禅
法
一

」（
五

台
清
涼
国
師
）、「
求
二

中
国
禅
法
一

」（
高
麗
光
禅
師
）、「
受
二

戒
法
一

」（
荊
州
成

禅
師
）、「
従
レ

師
聴
二

十
誦
律
一

」（
天
竺
観
法
師
）、「
初
夜
坐
禅
」（
天
台
璪
禅

師
）、「
戒
行
淵
深
」（
呉
興
曠
法
師
）、「
学
二

通
経
律
一

精
二

厳
戒
行
一

」（
廬
山
慶
法

師
）、「
闢
二

一
石
室
一

為
二

禅
誦
之
所
一

」（
京
師
候
法
師
）、「
正
説
二

戒
相
一

」（
廬

山
登
法
師
）、「
吾
大
戒
僧
」（
天
衣
飛
雲
大
師
）、「
戒
行
具
足
」（
荊
州
忍
禅
師
）、

「
修
二

禅
観
一

節
操
厳
甚
」（
東
嶽
堅
法
師
）、「
平
生
誦
二

法
華
涅
槃
大
小
戒
本
一

以

為
二

行
業
一

」（
山
陰
義
法
師
）、「
学
二

毘
尼
一

」（
越
州
莒
法
師
）、「
持
来
受
レ

戒
也
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…
…
戒
香
鬱
然
」（
湖
州
天
下
上
下
座
）、「
素
持
レ

戒
範
性
質
直
」（
廬
山
超
法
師
）、

「
禅
観
」（
杭
州
智
覚
禅
師
）、「
擁
レ

衲
坐
禅
」（
宣
城
山
神
僧
）、「
一
日
禅
観
」

（
明
州
明
智
法
師
）、「
平
生
進
修
未
二

嘗
犯
一レ

戒
」（
明
州
誴
大
師
）、「
徧
学
二

教

律
一

」（
明
州
親
法
華
）、「
戒
復
重
修
」（
明
州
戒
講
師
）、「
戒
行
修
謹
」（
司
州
賢

法
師
）、「
幼
受
二

五
戒
一

未
二

嘗
毀
破
一

」（
江
陵
寿
法
師
）、「
精
二

修
禅
慧
一

」（
潤
州

潤
法
師
）、「
持
二

斎
戒
一

」（
隴
城
袁
志
通
）、「
受
二

菩
薩
戒
一

自
レ

是
堅
持
」（
台
州

左
伸
）、「
台
教
律
部
少
林
心
宗
無
レ

不
二

博
究
一

」（
明
州
陸
郎
中
）
─
─
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
実
際
、
本
稿
で
扱
っ
た
行
堅
の
説
話
で
も
、
無
住
は
本
書
の
「
禅
観
」
に
関
わ

る
要
素
に
着
眼
し
、
そ
れ
を
「
坐
禅
」
に
結
び
つ
け
て
説
話
構
成
に
活
か
し
て
い

た
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
触
れ
た
『
法
華
伝
記
』
と
重
な
る
四
話
と
は
別
に
、
す
で

に
前
稿
で
『
法
華
経
顕
応
録
』
が
出
典
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
『
雑
談

集
』
の
四
話
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
く
な
ら
、
智
覚
禅
師
延

寿
（
巻
七
「
法
華
事
」）、
達
磨
の
弟
子
・
尼
揔
持
（
同
）、
馬
郎
婦
（
巻
九
「
仏

法
二
世
ノ
益
幷
ニ
逆
修
ノ
事
」）
の
三
話
は
、
い
ず
れ
も
背
後
に
禅
的
文
脈
を
読

み
取
れ
る
説
話
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

）
12
（

。
残
る
一
話
で
あ
る
曇
翼
法
師
の
説
話

（
巻
七
「
法
華
事
」）
に
つ
い
て
は
前
稿
で
言
及
し
な
か
っ
た
が
、「
大
戒
僧
」
で

あ
る
曇
翼
が
、
女
人
に
変
じ
て
道
心
を
試
そ
う
と
す
る
普
賢
菩
薩
の
誘
惑
に
屈
し

な
い
と
こ
ろ
が
説
話
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
点
に
や
は
り
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
最
初
に
戒
律
を
学
び
、
定
恵
の
学
と
し
て
、
顕
教
・
密
教
に
加
え
て
禅
門
を
修

学
し
、
三
学
兼
備
を
追
求
し
た
と
い
う

）
13
（

」
無
住
に
と
っ
て
、
本
書
の
説
話
が
伝
え

る
禅
律
的
雰
囲
気
は
何
も
の
に
も
代
え
難
い
大
き
な
魅
力
と
映
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
も
と
よ
り
新
来
の
持
経
者
伝
を
繙
き
得
た
喜
び
も
与
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
が
、
無
住
が
『
法
華
経
顕
応
録
』
を
重
用
し
た
主
要
な
理
由
は
、
以
上
の
二
点

に
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
無
住
の
『
法
華
経
顕
応
録
』
の
享
受
に
、
新
た

に
い
く
つ
か
の
事
例
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
無
住
の
本
書
受
容
の
具
体
相
に
光

を
当
て
て
み
た
。『
法
華
伝
記
』
と
『
法
華
経
顕
応
録
』
と
い
う
新
旧
二
種
の
持

経
者
伝
を
用
い
る
際
、
無
住
は
表
面
的
に
は
法
華
講
説
に
お
け
る
従
来
の
伝
統
を

踏
襲
し
て
、
あ
く
ま
で
『
法
華
伝
記
』
を
尊
重
し
て
い
る
か
に
装
い
な
が
ら
、
そ

の
権
威
を
借
り
て
、
裏
で
は
愛
読
す
る
『
法
華
経
顕
応
録
』
に
よ
っ
て
密
か
に
話

の
肉
付
け
を
図
っ
て
い
た
。
入
宋
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
来
の
持
経
者
伝

は
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
説
話
構
成
と
説
話
の
醸
す
禅
律
的
雰
囲
気
と
で
無
住
の
心
を

捉
え
て
離
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
晩
年
、
法
華
経
へ
の
傾
斜
を
一
層
強
め
、

「
法
華
読
誦
を
禅
僧
相
応
の
行

）
14
（

」
と
し
た
と
も
さ
れ
る
無
住
に
と
っ
て
、
本
書
は

書
名
こ
そ
伏
せ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
信
仰
生
活
を
支
え
る
大
切
な
一
書

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

〈
注
〉

（
１
） 

拙
稿
「
無
住
と
南
宋
代
成
立
典
籍
」『
文
学
史
研
究
』
第
五
三
号
（
二
〇

一
三
年
三
月
）。
本
稿
で
「
前
稿
」
と
称
す
る
の
は
す
べ
て
こ
の
論
文
を
指

す
。

（
２
） 
李
銘
敬
「『
法
華
経
顕
応
録
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
海
を
渡
る
天
台
仏
教
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３
） 

『
雑
談
集
』
の
引
用
は
古
典
資
料
（
寛
永
二
十
一
年
版
本
影
印
）
に
よ
り
、

表
記
等
私
に
手
を
加
え
た
。
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（
４
） 
『
法
華
伝
記
』
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経
に
よ
る
。
字
体
は
通
行
の
も

の
に
改
め
、
返
り
点
等
は
私
に
付
し
た
。

（
５
） 

『
法
華
経
顕
応
録
』
の
引
用
は
大
日
本
続
蔵
経
に
よ
る
。
字
体
を
通
行
の

も
の
に
改
め
る
な
ど
、
私
に
手
を
加
え
た
部
分
が
あ
る
。

（
６
） 

注
１
拙
稿
。

（
７
） 

注
１
拙
稿
注
49
で
は
、『
雑
談
集
』
の
行
堅
説
話
の
出
典
を
『
法
華
伝
記
』

と
見
な
し
て
論
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
、
本
稿
に
お
い
て
訂
正
し
て
お
き

た
い
。
な
お
、『
法
華
経
顕
応
録
』
で
は
「
泰
山
」
中
の
「
墻
院
」
と
語
ら

れ
る
「
獄
」
を
、
無
住
は
「
山
ノ
谷
ノ
中
」
の
「
地
獄
」
と
し
て
語
っ
て
お

り
、
中
世
人
の
地
獄
認
識
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
中
世
日
本
仏
教
の
死
生
観
と
鎮
魂
─
─
遁
世
僧
の
視
点
を
通

し
て
─
─
」『
韓
国
人
と
日
本
人
の
生
と
死
』（
景
仁
文
化
社
、
近
刊
）
で
触

れ
た
。

（
８
） 

『
沙
石
集
』
の
引
用
は
深
井
一
郎
編
『
慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
総
索

引
』
影
印
編
（
勉
誠
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
り
、
表
記
等
私
に
手
を
加
え

た
。

（
９
） 

小
峯
和
明
「
聖
覚
の
言
説
を
め
ぐ
る
」『
中
世
法
会
文
芸
論
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
一
九
九
九
年
）。

（
10
） 

無
住
が
『
雑
談
集
』
の
法
華
経
解
釈
の
文
脈
に
お
い
て
『
法
華
伝
記
』
説

話
を
例
証
と
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
無
住
の
経
文

解
釈
と
説
話
」『
説
話
文
学
研
究
』
第
四
八
号
（
二
〇
一
三
年
七
月
）
参
照
。

（
11
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
李
銘
敬
氏
は
「『
顕
応
録
』
に
お
け
る
文
献
引
用

は
そ
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
は
多
種
の
浄
土
宗
文
献
を
使
用
し
て
い
る
」
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
し
、
次
い
で
「
禅
宗
関
係
文
献
か
ら
の
採
話
数
は
浄
土

宗
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
種
類
の
方
で
は
少
な
く
な
い
」
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（
注
２
李
氏
前
掲
論
文
）。

周
知
の
と
お
り
、
天
台
宗
は
宋
に
入
っ
て
、
浄
土
宗
と
禅
宗
を
も
兼
修

し
た
「
禅
浄
双
修
」
と
い
う
傾
向
が
目
立
っ
て
き
た
。
以
上
見
た
と
こ

ろ
、『
顕
応
録
』
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。
本
書
序
文
と
「
高
僧
」
部
で
は
、
智
覚
大
師
延
寿
の
作
品
と

大
師
自
身
の
説
話
が
大
い
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
延
寿
は

ま
さ
し
く
「
禅
浄
双
修
」
を
実
践
し
た
高
僧
で
あ
っ
た
。

　
　
　
一
方
、
宋
代
の
仏
教
で
は
「「
顕
密
」
八
宗
観
と
は
全
く
異
な
る
「
禅
律

教
」
観
と
呼
ぶ
べ
き
仏
教
観
が
共
有
さ
れ
て
い
た
」
と
見
る
大
塚
紀
弘
氏
は
、

宋
代
寺
院
の
住
持
制
に
関
す
る
高
雄
義
堅
氏
の
指
摘
（「
宋
代
寺
院
の
住
持

制
」『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
百
華
苑
、
一
九
七
五
年
）
を
踏
ま
え
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
る
（「
中
世
「
禅
律
」
仏
教
と
「
禅
教
律
」
十
宗
観
」『
中
世

禅
律
仏
教
論
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）。

…
…
中
国
宋
代
の
寺
院
は
仏
教
に
お
け
る
修
行
の
根
本
要
素
で
あ
る
戒

律
、
禅
定
、
智
恵
か
ら
成
る
三
学
の
い
ず
れ
を
専
門
と
す
る
か
に
よ
り
、

禅
院
、
教
院
、
律
院
に
三
分
類
さ
れ
、「
禅
教
律
」
観
が
可
視
化
さ
れ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
特
に
、「
禅
教
律
」
は
あ
く
ま
で
三
学
に
対
応
す

る
分
類
法
で
あ
り
、「
禅
」
は
禅
宗
、「
律
」
は
律
宗
を
指
す
一
方
で
、

「
教
」
は
天
台
宗
、
華
厳
宗
、
慈
恩
宗
（
法
相
宗
）
を
含
む
枠
組
み
で

あ
り
、
宗
派
を
超
え
た
分
類
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
さ
ら
に
、
西
谷
功
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（「
新
出
資
料
『
南
山
北
義
見

聞
私
記
』
発
見
の
意
義
─
─
南
宋
律
院
請
来
の
威
儀
・
法
会
次
第
の
受
容
と

泉
涌
寺
流
の
展
開
─
─
」『
仏
教
学
研
究
』
第
七
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、



無住と持経者伝　 62 

「
一
寺
院
で
一
教
義
─
─
す
な
わ
ち
律
院
で
は
戒
律
の
み
、
禅
院
で
は
禅
の

み
、
教
院
で
は
教
学
の
み
─
─
を
専
修
す
る
の
で
は
な
く
」「
南
宋
時
代
の

禅
僧
・
律
僧
・
教
僧
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
三
学
兼
修
を
重
視
し
た
」
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
天
台
僧
（
教
僧
）
で
あ
っ
た
『
法
華
経
顕
応
録
』

の
撰
者
宗
暁
の
場
合
も
「
禅
浄
双
修
」
の
み
な
ら
ず
律
と
も
親
和
的
な
関
係

に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
12
） 

注
１
前
掲
拙
稿
。

（
13
） 

大
塚
紀
弘
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
宗
と
三
学
」
注
11
大
塚
氏
前
掲
書
。

（
14
） 

新
見
克
彦
「
無
住
道
暁
の
坐
禅
観
と
法
華
読
誦
─
─
鎌
倉
時
代
後
期
に
お

け
る
宋
禅
受
容
─
─
」『
日
本
歴
史
』
第
七
九
四
号
（
二
〇
一
四
年
七
月
）。

＊
本
稿
の
主
旨
は
、
法
華
経
絵
研
究
会
（
二
〇
一
三
年
八
月
五
日
、
於
富
山
国
際

会
議
場
大
手
町
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
け
る
報
告
「
無
住
の
法
華
講
説
と
持
経
者

伝
」
の
中
で
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
学
術
研
究
助
成
基

金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号24520223

）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

　


